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平成２８年第４回川島町教育委員会定例会会議録 

 

１ 日  時 平成２８年３月２８日(月)午後３時００分から同５時４５分 

２ 場  所 川島町役場第２委員会室 

３ 出 席 者 中村正宏教育長、大野美寿代委員、菊池建太委員、福島彰委員 

４ 欠 席 者 深谷邦彦教育長職務代理者 

５ 執 行 部 粕谷副教育長兼教育総務課長、藤間生涯学習課長 

６ 会議日程 

  日程第 １ 会議録署名委員の指名 

日程第 ２ 会期の決定 

日程第 ３ 前回会議録の承認 

日程第 ４ 教育長報告 

日程第 ５ （議案第１３号）川島町教育委員会事務局組織規則の一部を改

正する規則を定めることについて 

日程第 ６ （議案第１４号）川島町小中学校統合協議会規則を定めること

について 

日程第 ７ （議案第１５号）川島町育英資金貸付基金条例施行規則等の一

部を改正する規則を定めることについて 

日程第 ８ （議案第１６号）川島町ふれあいセンター設置及び管理条例施

行規則等の一部を改正する規則を定めること

について 

日程第 ９ （議案第１７号）川島町社会教育指導員に関する規則の一部を

改正する規則を定めることについて 

日程第１０ （議案第１８号）川島町伝統芸能保存事業補助金交付要綱等の

一部を改正する要綱を定めることについて 

日程第１１ （議案第１９号）平成２８年度川島町教育行政重点施策につい    

て 

日程第１２ （議案第２０号）学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱に

ついて 

日程第１３ （議案第２１号）学校面接指導医師の指定について 

日程第１４ （議案第２２号）図書館長の任命について 

日程第１５ （議案第２３号）川島町民会館長の任命について 

日程第１６ （議案第２４号）川島町社会教育委員の委嘱について 

日程第１７ （議案第２５号）川島町文化財保護審議会委員の委任について 

日程第１８ （議案第２６号）川島町文化財保護専門調査員の委任について 

日程第１９ （議案第２７号）公民館運営審議会委員の委嘱について 

日程第２０ （議案第２８号）公民館長及び主事の委嘱について 

日程第２１ （議案第２９号）公民館委員の委嘱について 

日程第２２ （議案第３０号）川島町スポーツ推進審議会委員の委嘱につい

て 



日程第２３ （議案第３１号）川島町スポーツ推進員の委嘱について 

日程第２４ （議案第３２号）川島町社会教育指導員の委嘱について 

日程第２５ （議案第３３号）成２８年度臨時職員の任用について 

【教育総務課所管分】 

日程第２６ （議案第３４号）平成２８年度臨時職員の任用について 

【生涯学習課所管分】 

日程第２７ （報告第 ２号）平成２７年度要保護及び準要保護児童生徒の

認定について 

日程第２８ （報告第 ３号）指定校変更の許可について 

 

７ 議事の経過 別紙のとおりを定めること 

８ 傍 聴 人   ０ 人 

９ 書  記  教育総務課主幹 坪内嘉夫   



【開会】 

教 育 長    みなさん、こんにちは。 

          深谷教育長職務代理者から、本日の会議は欠席したいとの届出

を受けております。このため、本日の出席委員は３名ですが、定足

数に達しておりますので、会議は成立いたします。また、事務局か

らは副教育長兼教育総務課長、生涯学習課長等が出席しております。 

ただ今から平成２８年第４回教育委員会定例会を開催いたします。 

 

 

【日程第１ 会議録署名委員の指名】 

教 育 長   会議録署名委員の指名につきまして、署名委員は、「福島」委員

にお願いいたします。 

 

 

【日程第２ 会期の決定】 

教 育 長   会期の決定ですが、本日限りとします。 

 

 

【日程第３ 前回会議録の承認】 

教 育 長   平成２８年第２回教育委員会定例会会議録並びに平成２８年第

３回教育委員会臨時会会議録の承認について、質疑がございました

ら、挙手をお願いいたします。 

教  育  長  では、第２回教育委員会定例会会議録からお願いします。 

福 島 委 員  １５ページの上から３行目に「受益者負担の観点からすれば無料

でよいのか・・・」という私の発言箇所がありますが、ここは「無

料」でなく正しくは「有料」ですので、修正をお願いします。 

副教育長兼教育総務課長  修正します。 

生涯学習課長   同じく１５ページの１行目に｢使用料を挙げる｣とありますが、言

葉としては「挙げる」でなく「上げる」が正しいので、修正させて

いただきます。 

副教育長兼教育総務課長  １０ページの上から９行目に「この場合、最低制限価格を設ける

必要もあると思います。」という私の発言箇所があります。この内

容は、給食センターのボイラー等運転業務の委託契約に関わること

ですが、近年、労務単価が上昇傾向にあり、最低制限価格を設ける

ことが労働者に不利益になると考えることもできることから、「こ

の場合、最低制限価格を設ける必要もあると思います。」との発言

箇所を削除させていただきます。 

教  育  長   続いて、第３回教育委員会臨時会会議録はどうでしょうか。 

菊 池 委 員   統合小学校の校名は、早く決めなければと思いますが、実際には、

いつごろ決定したい考えですか。 

副教育長兼教育総務課長     校名が決まらない限り、先に進めない業務もたくさんあることか

ら、やはり平成２８年度中には、校名を決定しなければならないと

思います。 



菊 池 委 員   そういうこととなりますと、私は「平成２９年６月議会で、正式

決定できるとよい。」と発言したわけですが、この発言箇所の前に、

「遅くとも」という文言を追加していただけますか。 

副教育長兼教育総務課長   追加させていただきます。 

福 島 委 員  ２１ページの下から２行目に、私の発言箇所で「正式名称は、時

間をかけて、じっくりと議論したほうが良いと思います。」とある

のですが、校名の決定は早いほうが良いということになれば、「時

間をかけて」という文言を削除していただけますか。 

副教育長兼教育総務課長  削除させていただきます。 

教 育 長  他に何かございますか。 

        （質疑なし） 

教 育 長  特にないようなので、承認します。 

 

【日程第４ 教育長報告】 

教 育 長  ここで、私から報告がございます。 

教 育 長  （報告） 

教 育 長  以上で、報告を終わります。 

 

教 育 長   本日の議題の日程第１２（議案第２０号）から日程第２６（議案

第３４号）並びに、日程第２７（報告第２号）日程第２８（報告第

３号）につきましては、個人に関する情報を含み、会議を公開する

ことにより個人の権利利益を害するおそれがあることから、川島町

教育委員会会議規則第１２条第１項第４号の規定に基づき、当報告

は非公開にすることを提案します。 

教 育 長   議案第２０号から議案第３４号並びに報告第２号、報告第３号に

つきまして非公開にすることについて、ご異議はございませんか。 

            （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第２０号から議案第３４号並びに報告第２号、報告第３号につきま

しては、非公開とします。 

 

【日程第５ 議案第１３号】 

教 育 長   それでは、議事に入ります。 

              議案第１３号「川島町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する

規則を定めることについて」を議題とし、事務局から説明させてい

ただきます。 

副教育長兼教育総務課長  （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第１３号「川島町教育委員

会事務局組織規則の一部を改正する規則を定めることについて」に

対し、質疑又は意見がありましたら挙手にてお願いします。 

福 島 委 員   これから２年間で統廃合を進めるということで、学校統合推進室

をつくって町職員３名を配置するわけですが、検討事項には、教育

課程もありますし、町職員だけで対応できない部分もあると思いま



す。将来的には、小中一貫教育にも取り組んでいくこととなるわけ

ですけれど、指導主事の関わりとか、増員はどう考えているのです

か。 

副教育長兼教育総務課長   学校統合に際し加配があると聞いていますので、増員は検討しな

ければならないと考えます。 

教 育 長  加配は、学校に対する教員加配なので、教育委員会事務局に増員

するのは難しいかもしれません。ただし、教育課程のすり合わせは、

それほど困難だとは考えておりません。しかしながら、小中一貫教

育の取組みに際しては、指導主事の加配は必要だと考えています。 

教 育 長  他に何かございますか。 

（質疑、意見なし） 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

           （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第１３号「川島町教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

を定めることについて」は、原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 

【日程第６ (議案第１４号)】 

教 育 長   続きまして、議案第１４号「川島町小中学校統合協議会規則を定

めることについて」事務局から説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長   （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第１４号「川島町小中学校

統合協議会規則を定めることについて」に対し、質疑又は意見があ

りましたら挙手にてお願いします。 

福 島 委 員   今回の統合は小学校ですけれど、協議会規則のタイトルには小中

学校と謳っております。これは意図があってのことですか。 

副教育長兼教育総務課長   説明会などでも、中学校の統合をどうするのかたくさん意見も

あったことから、将来的には、中学校の統合を検討しなければなら

ないと考え、中学校の統合を行う場合でも活用できるものと考えて、

この規則を作りました。 

教 育 長  他に何かございますか。 

（質疑、意見なし） 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

          （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第１４号「川島町小中学校統合協議会規則を定めることについて」

は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

【日程第７ (議案第１５号)】 

教 育 長   続きまして、議案第１５号「川島町育英資金貸付基金条例施行規



則等の一部を改正する規則を定めることについて」事務局から説明

させていただきます。 

事 務 局 （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第１５号「川島町育英資金

貸付基金条例施行規則等の一部を改正する規則を定めることについ

て」に対し、質疑又は意見がありましたら挙手にてお願いします。 

（質疑、意見なし） 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

          （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議

案第１５号「川島町育英資金貸付基金条例施行規則等の一部を改正

する規則を定めることについて」は、原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 

 

【日程第８ (議案第１６号)】 

教 育 長    続きまして、議案第１６号「川島町ふれあいセンター設置及び

管理条例施行規則等の一部を改正する規則を定めることについて」

事務局から説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長  （説明） 

教 育 長    事務局より説明がありましたが、議案第１６号「川島町ふれあ

いセンター設置及び管理条例施行規則等の一部を改正する規則を

定めることについて」に対し、質疑又は意見がありましたら挙手に

てお願いします。 

菊 池 委 員   使用料の改定については、４月号広報誌に掲載されてましたね。

ところで、使用料の減免申請先は、今度は町長になるのですか。 

生涯学習課長    本来は町長が適切なので、今回の使用料の改定と併せて、見直

しました。 

教 育 長  他に何かございますか。 

（質疑、意見なし） 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

          （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第１６号「川島町ふれあいセンター設置及び管理条例施行規則等の

一部を改正する規則を定めることについて」は、原案どおり可決す

べきものと決定いたしました。 

 

 

【日程第９ (議案第１７号)】 

教 育 長   続きまして、議案第１７号「川島町社会教育指導員に関する規則

の一部を改正する規則を定めることについて」事務局から説明させ



ていただきます。 

副教育長兼教育総務課長 （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第１７号「川島町社会教育

指導員に関する規則の一部を改正する規則を定めることについて」

に対し、質疑又は意見がありましたら挙手にてお願いします。 

菊 池 委 員   社会教育指導員に、学校統合に関する業務もお願いしたいという 

趣旨ですね。 

副教育長兼教育総務課長   その通りです。 

福 島 委 員   提案理由に「これまでの社会教育に関することにとらわれず幅広

く業務を行わせたい。」とあるのですが、「社会教育の基本的事項

の他に幅広く業務を行わせたい。」としたほうが、より適切な表現

だと思います。ただし、修正の必要まではないと思います。 

教 育 長  他に何かございますか。 

（質疑、意見なし） 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

        （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第１７号「川島町社会教育指導員に関する規則の一部を改正する規

則を定めることについて」は、原案どおり可決すべきものと決定い

たしました。 

 

 

【日程第１０ (議案第１８号)】 

教 育 長   続きまして、議案第１８号「川島町伝統芸能保存事業補助金交付

要綱等の一部を改正する要綱を定めることについて」事務局から説

明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長 （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第１８号「川島町伝統芸能

保存事業補助金交付要綱等の一部を改正する要綱を定めることにつ

いて」に対し、質疑又は意見がありましたら挙手にてお願いします。 

（質疑、意見なし） 

教 育 長   質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

        （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第１８号「川島町伝統芸能保存事業補助金交付要綱等の一部を改正

する要綱を定めることについて」は、原案どおり可決すべきものと

決定いたしました。 

 

 

【日程第１１ (議案第１９号)】 

教 育 長   続きまして、議案第１９号「平成２８年度川島町教育行政重点施



策について」事務局から説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長 （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第１９号「平成２８年度川

島町教育行政重点施策について」に対し、質疑又は意見がありまし

たら挙手にてお願いします。 

菊 池 委 員   重点施策は、中身を分かりやすく打ち出すべきだと思います。県

の教育行政重点施策は範囲も広いこともあり、県立学校の教職員と

しては自分のいる学校に関わりがなければはあまり関心もなかった

と思うのですが、町の教育行政重点施策は、直に、町内の各小中学

校に関わる事業であることから、教職員に見てほしいと思います。

町では、今まで、教育行政重点施策を、小中学校でどのように周知

していましたか。 

副教育長兼教育総務課長   小鹿野町に行く機会があって、そこでは、教育委員会の出入口の

目立つところに教育行政重点施策が大きな看板として設置されてい

たのを見ました。訪れる人たちが見れるので良いと思いました。川

島町でも学校に１枚ずつ貼れるよう指導したいと思いました。 

菊 池 委 員   職員会議において、教職員に教育行政重点施策を周知してもらい

たいと思います。 

教 育 長   今、お手元にある物は９ページございますが、Ａ３両面で見るよ

うなコンパクトな物をつくりたいと思います。 

菊 池 委 員   教育の基本理念にある｢輪中の郷｣という文言が、町のイメージと

して果たして如何なのかとの声もあり、尐し気になります。 

副教育長兼教育総務課長   今回の教育行政重点施策は、教育大綱が策定されたこともあって、

この大綱に基づくものという位置付けで作成しております。大綱に

は、教育の基本理念を「広い空、水と緑に恵まれた輪中の郷で、た

くましく心豊かな人づくり」と掲げていることから、重点施策にも、

この基本理念を載せることとしました。また、「輪中の郷｣という文

言は、町民憲章の中から引用したものであることから、この文言を

使用することは何ら差し支えないと考えています。 

福 島 委 員   教育大綱が策定された趣旨は、これまでならば、教育に関するこ

とは、教育委員会で方針を打ち出し、教育委員会主導で施策を進め

てきたわけですけれど、これからは、町として方針を打ち出し、町

も教育行政に積極的に関与していくことにあるわけですから、町と

して「教育をこういう方向でやるんだ」ということを、学校現場に

周知すべきと考えます。また、分かりやすく周知する工夫もほしい

と思います。 

教 育 長   この教育行政重点施策は、当然、生涯学習もあるわけですから、

学校だけでなく地域住民である大人たちへの周知も検討していきた

いと思います。 

菊 池 委 員   基本方針である｢生きがいづくりと伝統文化の継承｣の重点施策

に、新たな町指定文化財の検討とありますが、この後の議案に文化

財保護審議会委員の委嘱があるわけですけれど、この施策と関連が

あるわけですね。 



生涯学習課長   その通りです。和船のことも関係しています。 

大 野 委 員   教育行政重点施策は、町のホームページに掲載するのですか。 

副教育長兼教育総務課長   掲載します｡ 

福 島 委 員    周知することは本当に大事ですね。 

副教育長兼教育総務課長   教育行政重点施策には、事細かに施策が載せてあるわけですから、

これがよく周知されることによって、地域住民からのチェックが働

くと思います。 

菊 池 委 員   そうなると、町の教育行政が評価できるかできなのか、厳しく目

で見られますね。 

菊 池 委 員   「廃校」とか「学校跡地」という文言がよくありますけど、「学

校跡地」という文言のほうが適切なのでしょうね。 

教 育 長   その通りだと思います。 

菊 池 委 員   基本方針である「学力の向上、生きる力を育成するための教育環

境の整備・充実」の重点施策に、西中学校エアコン設置工事とある

のは、通級指導教室の関係ですか。 

副教育長兼教育総務課長   理科室などの特別教室４部屋分のエアコン設置工事です。川島中

学校の特別教室にはエアコンが設置されているにもかかわらず、西

中学校の特別教室にはエアコンが整備されていなかったことから、

設置することとしたものです。 

菊 池 委 員  学力先進地講師による講演会とあるのは、どういう内容ですか。 

副教育長兼教育総務課長  秋田県など学力の高い地域の学校から先生をお招きして、講演し

てもらうという内容です。 

菊 池 委 員   基本方針である｢豊かな心と健やかな体の育成｣の重点施策に、保

護者への道徳授業の公開とありますが、実際に行っているのですか。 

副教育長兼教育総務課長   行っています。 

菊 池 委 員   余計なことかもしれませんが、防犯大会で、町では窃盗など犯罪

が増えているという話を聞いたのですが、中学生の万引きなどどう

なのですか。 

副教育長兼教育総務課長   一般的に中学生の犯罪は多くなっているのは事実ですが、川島町

の子供たちに関しては比較的尐ないと認識しています。 

福 島 委 員   各種講座の受講支援ということで、かわみんマムの活用とありま

すが、どの程度活用されているのですか。また、かわみんマムとい

う言葉が一般の方からすると何のことか分かるのでしょうか。 

副教育長兼教育総務課長   学校統合の保護者説明会でも、説明会に子供を連れてきた場合に、

子供の面倒を見てもらったりしています。お母さん方には周知され

ていると思います。 

福 島 委 員   それでも何のことか分からない人も多いと思います。 

副教育長兼教育総務課長   用語説明など検討したいと思います。 

教 育 長  他に何かございますか。 

（質疑、意見なし） 

教 育 長  質疑を終結し、ここで採決に入りたいと思います。原案に対して

ご異議はございませんか。 

          （異議なし） 



教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第１９号「平成２８年度川島町教育行政重点施策について」は、原

案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

 

 

※ 非公開審議のため、質疑・意見等の発言記録を削除して町ホームページに掲載。 

 

 

【日程第１２ (議案第２０号)】 

【日程第１３ (議案第２１号)】 

【日程第１４ (議案第２２号)】 

【日程第１５ (議案第２３号)】 

【日程第１６ (議案第２４号)】 

【日程第１７ (議案第２５号)】 

【日程第１８ (議案第２６号)】 

【日程第１９ (議案第２７号)】 

【日程第２０ (議案第２８号)】 

【日程第２１ (議案第２９号)】 

【日程第２２ (議案第３０号)】 

【日程第２３ (議案第３１号)】 

【日程第２４ (議案第３２号)】 

【日程第２５ (議案第３３号)】 

【日程第２６ (議案第３４号)】 

 

教 育 長   続きまして、議案第２０号から議案第３４号は、平成２８年度の

各種人事案件が上程されているものであることから一括審議したい

と思います。一括審議にご異議ございませんか。 

（異議なし） 

教 育 長  異議なしと認めます。よって、議案第２０号から議案第３４号は

一括審議とすることとし、事務局から説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長  （説明） 

生涯学習課長  （説明） 

教 育 長   事務局より説明がありましたが、議案第２０号から議案第３４号

に対し、質疑又は意見がありましたら挙手にてお願いします。 

教  育  長   他に何かございますか。 

教 育 長   無いようでしたら、ここで質疑を終結し、採決に入りたいと思い

ます。原案に対してご異議はございませんか。 

          （異議なし） 

教 育 長   異議なしと認め、よって、採決の結果、全員賛成をもって、議案

第２０号「学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱について」、

議案第２１号「学校面接指導医師の指定について」、議案第２２号

「図書館長の任命について」、議案第２３号「川島町民会館長の任

命について」、議案第２４号「川島町社会教育委員の委嘱について」、



議案第２６号「川島町文化財保護専門調査員の委任について」議案

第２５号「川島町文化財保護審議会委員の委任について」、議案第

２７号「公民館運営審議会委員の委嘱について」、議案第２８号「公

民館長及び主事の委嘱について」、議案第２９号「公民館委員の委

嘱について」、議案第３０号「川島町スポーツ推進審議会委員の委

嘱について」、議案第３１号「川島町スポーツ推進員の委嘱につい

て」、議案第３２号「川島町社会教育指導員の委嘱について」、議

案第３３号「平成２８年度臨時職員の任用について【教育総務課所

管分】」、議案第３４号「平成２８年度臨時職員の任用について【生

涯学習課所管分】」は、原案どおり可決すべきものと決定いたしま

した。 

 

【日程第２７ (報告第２号)】 

教 育 長  続きまして、報告第２号「平成２７年度要保護及び準要保護児童

生徒の認定について」事務局から説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長 （説明） 

教 育 長  この報告は、教育長への委任事項ですので、特に質疑等は求めま

せん。 

 

【日程第２８ (報告第３号)】 

教 育 長  続きまして、報告第３号「指定校変更の許可について」事務局か

ら説明させていただきます。 

副教育長兼教育総務課長 （説明） 

教 育 長  この報告は、教育長への委任事項ですので、特に質疑等は求めま

せん。 

 

【閉 会】 

教 育 長  以上をもちまして、平成２８年第４回教育委員会定例会を閉会と

します。 

 

 


